
・高齢者のいる世帯
・障がい者のいる世帯
・生活に困窮している
　世帯
・子どものいる世帯
・妊産婦のいる世帯

・市
・福祉事務所
・社会福祉
　協議会
・児童相談所
・保健所
・教育委員会
・学校
・保育所

 
連携・協力 連携・協力

連携・協力

連携・協力
・虐待の早期発見、予防
・ＤＶ、いじめ、不登校等、
　世帯の抱える問題の把握

・世帯が必要としている
　サービスについて情報提供

・各種相談
・見守り支援
・福祉サービス利用支援
　（在宅福祉、生活費、
　子育て支援等）

世帯状況把握

情報提供

相談・援助

地
域
担
当
民
生
委
員
・
児
童
委
員

主
任
児
童
委
員

担当区域
関係機関

民生委員・児童委員

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動は？？

一人で無理をしていませんか？一人で悩まず相談を。

　高齢者や障がいのある人への支援のほか、子育てや介護など慣れないことが多く悩んでいませ
んか。民生委員・児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、秘密は守られます。ささいなこ
とでも構いませんので、生活の中で気になることがありましたらご相談ください。
　近所の担当が皆さんの良き相談役・つなぎ役になります。分からないことがありましたら、福
祉総務課(総和福祉センター「健康の駅」)までご連絡ください。

言うことを聞かな
い子どもについ手
をあげてしまう。

高齢の両親の
介護に疲れて
いる。

　　子どもが
家に引きこもり
がちで困って
　　いる。

　皆さんの近所にいる
委員については市公式
ホームページ、または
右のQRコードからご
覧ください。

民 生 委 員 制 度 は 今 年 で
１００周年を迎えました。

　普段から顔を合わせて
　いる人が民生委員だと
　安心できるし、相談
　　　しやすいね。

高齢者から子ども
のことまで、幅広
く相談できるのね。

　子育てに関する支援を
専門とする主任児童委員
とも連携がとれているのは

安心するね。
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